
令和３年９月２２日  

保護者 様 

                                               三木市立吉川小学校                                         

校長  長谷川  珠里 

 

 

吉川小学校開校を迎えて（1９） 
 

 

  仲秋の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日

頃は、本校教育にご理解ご協力を頂き深く感謝いたします。 

 さて、本校が開校して半年を迎えようとしていますが、保護者や地域の皆様の

おかげで、落ち着いた学校生活を過ごす事ができています。 

開校後の様子やご協力いただきたい事などを、前回まで（4/16付から9/17付ま

で計18回）に引き続き、これからも少しずつお伝えしていきますので、ご確認を

お願いします。 

なお、本校のホームページにも同様のものをUPしていますので、過去の文書も

確認いただけます。必要に応じてご確認ください。 

 

 

１ ＰＴＡ運営委員会 

 先週末の１７日（金）の１９：３０からＰＴＡ運営委員会が開催されました。緊急事態

宣言中ですので、オンライン開催としましたが、出席者のご協力のおかげで大変スムーズ

な会となり、質疑応答も含めて終了予定時間内の２０：１６に終了しました。 

 

その際の決定事項については、別途、ＰＴＡ役員等からお知らせがあるかと思いますが、

運営委員会の位置づけ等が不明なため、学校へ数件お問い合わせをいただいていました。

その内容について下記のとおり整理し、開会前に情報共有し、運営委員会が始まりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川小ＰＴＡ運営委員会について① 

※運営委員会は、本部役員及び学年委員で組織されます。（30名） 

※3 分の 1 以上の出席で成立しますので、議題内容によって、出席要請メンバーを限定するこ

とも可能ですので、PTA役員が各部の正副部長に出席要請を求めておられます。 

※よって今回の出席要請は、レジメに記載されている本部役員と各部会の部長副部長となりま

す。（他の学年委員さんも参加可能なので teamsの案内は全保護者へ配付しています。） 

※本部役員及び学年委員以外の PTA会員で、出席される方は、傍聴ということになります。議

決権はありませんが、意見を求められた場合は発言もできます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 休み時間に「新吉川音頭」の練習をしています。（４年生・６年生） 

吉川小ＰＴＡ運営委員会について② 

※今回の議案に関係のある地区役員の皆さんに、参考資料としてレジメと提案文書をお届けして

います。 

※今回、運営委員会開催にあたり、多数のお問い合わせの電話がありました。その内容は以下の

通り整理しています。 

・開催期日について→前回の運営委員会（7/26）で決定 

 ・出席者の範囲について→レジメに記載および PTA細則による 

 ・参考資料についての質問 

 →本日の協議内容なので後日詳細がお知らせされるのでお待ちいただくように伝えています。 

 

※運営委員会の内容、報告等 PTA活動に関する会員への連絡が十分でないため、混乱されている

会員もいるようです。昨年度の統合準備委員会 PTA部会で広報部が削除されていますので、そ

れに代わる何らかの広報する手立て（お知らせ文書）が必要と考えます。 

吉川小ＰＴＡ運営委員会について③ 

※今後の運営委員会をスムーズに開催するため、準備方法等を確認ください。 

 

① 議事については、年間計画及び、前回の運営委員会で確認されたものを起案ください。 

② 開催日 2 週間前には、お知らせ、レジメの配付ないし、何らかのお知らせを会員向けに

届ける。 

③ 起案文書を各部会で検討→会長、副会長→学校の順で確認し、資料として配付が必要で

あれば配付する。 

  ④運営委員会での決定事項は、何らかの形で会員へお知らせする。 

  



２ 「吉川っ子 ファミリー スポーツ デイ」に向けて 

  

10月２日に開催予定の「吉川っ子 ファミリー スポーツ デイ」の参加者について、先週 

末のＰＴＡ運営委員会での質疑応答を踏まえて、下記のとおりお伝えします。 

 

【参加者等について】 

Ｑ１：まん延防止措置に切り替わった場合は、ご家族と指導者等で行う予定だそうですが、

この家族とは、どこまでの範囲となりますか。 

Ａ１：それぞれのご家庭によって、事情が違いますので保護者でご判断ください。 

Ｑ２：県外の祖父母等の参加も可能でしょうか。祖父母等の在住地域が緊急事態宣言の場

合はどう考えるか、もう少し詳細に伝えた方が分かりやすいのではないでしょうか。 

Ａ２：すでにお伝えしているとおり、兵庫県が緊急事態宣言中であれば延期します。まん

延防止措置に切り替われば、感染症対策を講じながら開催できます（兵庫県・三木

市の方針）。その方針に準じて、緊急事態宣言中の他府県からの参加はお控えいた

だき、まん延防止措置であれば感染症対策を講じて参加が可能となります。 

ただし、まん延防止措置の都道府県をまたいだ行動自粛は各都道府県によって違

いますのでご確認いただき、感染症対策という観点でご判断下さい。 

Ｑ３：ライブ配信等はありますか。 

Ａ３：ライブ配信は電波状況が整わないため行いません。オンデマンド（後日の動画配信）

については、可能な限り準備を進めます。 

 

 なお、吉川総合運動公園で開催する場合には、年度当初にお渡ししている「駐車許可証」 

を掲示いただきますので、お車は１家族１台での来場にご協力ください。 

 加えて、ご家族の参加予定者について、本日文書をお配りしていますので９月２７日（月）

までに参加予定者をお知らせいただくとともに、開催日当日の体調確認（「健康観察チェ

ック表」の持参・提出）についてもご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体育の時間に「ファミリースポーツデイ」の練習をしたり（１年生）、休み時間に「新吉 

川音頭」の練習をしたりしています（２年生）。 

  



３ 新システム「すぐーる」の登録について 

  

すでにお伝えしていますように、現在使用している緊急メールシステムの更新時期とな

っています。今後は「すぐーる」を利用した体調確認や緊急連絡を行う事となります。新

システムへの登録にご協力いただき、ありがとうございました。 

 

 １０月からの使用に係るリハーサルを次週、９月２７日（月）から開始します。次週か

らは今使用している緊急メールではなく、「すぐーる」にて朝の健康観察等を行います。 

 

４ 緊急事態宣言措置の解除を待って 

 

開校した初年度に実施する計画をしていた活動のうち、新型コロナウイルス感染症対策

としての緊急事態宣言の措置が出されたために、募集等を延期していた活動は以下のとお

りです。 

 

【放課後教育事業】 

 

（１） 地域の方を招いて「焼き物体験」をしよう 

     ９月の中旬の予定 ⇒ １０月以降の実施 

 

（２） 「歴史ふれあいハイキング」参加募集 ☆ 

     10月 31日（日）上吉川地区 ⇒ ３学期へ延期 

 

（３） 堀光美術館 企画展へ 

     白井翔平 彫刻展 作家との交流も計画 

         10月中の実施（予定）   

※バスを利用 吉川小バスロータリー（正門）へ迎えをお願いします。 

15：30 吉川小学校発  16:00  堀光美術館着 

                    17：10 堀光美術館発 17:40  吉川小学校着 

    堀光美術館 企画展へ 

     きらきら書道 社会を変えるつながりアート 書・人・夢 

     ３学期末（３月を予定） 

 

（４） 「世代間交流グラウンドゴルフ大会」参加募集 ☆ 

    12/5（日）実施(予定) 

 

※ 吉川町まちづくり協議会と協働（☆印）しながら、ふるさと吉川の再発見を行ってい

きます。美術や芸術に触れあう機会を積極的に取り入れ、人々との交流を通して人権

感覚を磨いていく事をねらいとしています。新型コロナウイルスの感染状況に応じて、

詳細をお伝えし、募集等を行います。 


